
 
 
 

 
 
 
 
 

 
人権感覚を大切に 

副校長 五十野 新 

 

今年の２月ごろから始まった新型コロナウイ

ルスの感染拡大が収まらず、ご家庭では様々な

ご苦労があることと思います。さらに、現時点で

は、５月末まで学校の臨時休業が延びることに

なりました。学校は、いつでも再開できるよう

に、授業やウイルスの消毒等の準備や学校施設

の保全を入念に行っています。ウイルス感染拡

大防止のために、教職員は、可能な限りテレワー

クを活用し教職員間で電話連絡を行うなど、学

校再開時のよりよい教育活動実施に向けて様々

な計画をしております。 

 街や電車の中では、感染拡大防止のためにマ

スクを着用した方がほとんどです。そして距離

間隔に気を付ける「ソーシャルディスタンス」を

取り、なるべく人と人が近付かないように皆が

注意をしております。しかし、街の中でマスクを

していない人に怒号を飛ばす人を見掛けました。

また、テレビでは、聴覚障がいの方が「最近は、

街に出ても身の回りで手助けしてくださる方が

いない。」と悩みを訴えていました。多くの人が

国の呼び掛けに応じることは重要ですが、子供

たちには、人に対する寛容さや優しさが失われ

ることがないよう、豊かな人権感覚を育ませる

ことが大切だと思います。 

 学校が再開された時には、子供たちと教員が

協力して学習することの楽しさを再認識する授

業展開を行うとともに、「自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めること」という人権教育

にも重点を置き、様々な人権課題に関わる偏見

や差別意識を助長することがない、共生社会を

取り戻したいと思います。ご家庭でも、お子様が

そうした配慮ができるよう、よろしくお願いい

たします。６月になりましたら、子供たちが学校

で明るい笑顔で気持ちよく挨拶を交すことがで

きることを期待しています。 

学校再開後は、児童の健康管理を十分に図り

つつ、一人一人の学習が保証されることに重点

を置いた教育活動を進めてまいります。それま

では、学校連絡日を設定いたします。ご理解とご

協力をお願いいたします。 

 

＜お知らせとお願い＞ 

・児童の健康管理のために「健康観察表（様式１）」は毎日記入してください。 
・今年度より教材費等の集金の方法が変更になります。詳細は裏面をご覧ください。 

 Ｎｏ.６２８ 

令和２年５月１１日 

調布市立滝坂小学校 

校長 鈴木祐介 



児童数 

令和 2 年 5 月１１日 

保護者の皆様 

調布市立滝坂小学校 

校長 鈴木 祐介 

 

教材費等集金方法の変更について 
 

 日頃より滝坂小学校の教育につきましてご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

調布市教育委員会では、学校が担っている教材費など、保護者からの徴収金業務について従来の現金受領で

はなく、口座振替による学校徴収金システムを導入しました。この取り組みは、ご家庭から児童に現金を持た

せない、また、校内で極力現金を取り扱わない仕組みづくり及び教員の事務負担軽減を目的としています。 

 本校では、今年度 2 学期より段階的に導入することを検討していましたが、新型コロナウィルスによる休校

の延長により、現金での集金が困難なため協議を重ね、1 学期より導入することといたしました。システム化

による事業者への支払い等にかかる振込手数料については、今後、保護者の皆様からご負担いただく場合もご

ざいますので、ご理解を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 

 

１ 新たに口座振替となる学校徴収金 

  教材費、校外学習費（社会科見学・遠足等）、宿泊学習費（八ヶ岳移動教室・日光移動教室） 

 ※①PTA 会費 

②鍵盤ハーモニカ・裁縫セット・卒業アルバム代等、希望者が購入するものについては、現金徴収が継

続するものもあります。 

 

２ 振替口座 

  すでに給食費の振替口座としてご登録いただいている「ゆうちょ銀行の口座」から教材費を合わせて振替さ

せていただきます。 

 

３ 振替日 

  年 3 回（6 月５日・１０月５日・2 月５日）※金融機関の休業日の場合は翌営業日 

  ※別途、6 年生の日光移動教室の宿泊学習費は 7 月、5 年生の八ヶ岳移動教室日は８月に振替を行う予定で

す。 

 

４ 集金額 

  集金額は、2 回目の登校日に配布する各学年の「集金のお知らせ」をご覧ください。また、今後の徴収計画

の詳細は、「学校だより/保護者会だより」等でお知らせいたします。 

 

５ お知らせとお願い 

  ・集金の際の振替手数料は、これまで通り１回１０円の保護者負担となりますが、給食費と合算のため、保

護者負担が増えることはありません。 

  ・教材費等は給食費と合算して引き落とされるため、1 円でも不足していると教材費等、給食費ともに引き

落とせず未納となります。未納となった場合、教材費や給食材料費の支払いが期日までにできなくなる可能

性があります。くれぐれも未納にならないようご注意ください。 

  ・教材費等の業者支払いや集金した教材費等に返金が生じた場合にも口座振替を利用します。その際の振替

手数料は、新たに保護者負担となりますのでご了承ください。（ゆうちょ銀行間は１回につき６６円） 

 

〈問い合わせ先〉滝坂小学校副校長 五十野 新 TEL03-3308-5515 
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